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ダイドードリンコ株式会社は、自動販売機（以下、自販機）を社会インフラとして付加価値

を提供したいと考え、災害への備えと食料品などの備蓄の啓蒙につなげることを目的に、10 月

3 日（木）、山梨県富士川町と「自動販売機の設置による災害備蓄品の寄贈に関する覚書」を締

結しました。 

この覚書により、災害時の避難所にも指定されている富士川町児童センターにて、災害備蓄

食を有事の際にご活用いただくことができるようになりました。また、設置した自販機の売上

の一部を同町社会福祉協議会へ募金し、地域福祉活動支援にもお役立ていただくこととなりま

した。 

今後も当社では、自販機を活用し、地域の皆様のお役に立てる社会貢献をめざしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右：富士川町 志村 学 町長 

     左：当社 中部営業部長  波多腰 貴行  

 

 

 

 
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊ 

ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 担当：正本 

〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー18F 

TEL：06-6222-2621  FAX：06-6222-2623 

自動販売機で社会貢献！ 

山梨県富士川町と備蓄品・地域福祉活動などで連携 

（参考情報） 


